


議事録作成例（決算・事業報告）

※　本資料は作成例ですので、この記載どおりすべて作成する必要はありません。
※　各学校法人でこれまで作成されてきた形式を踏襲していただければ問題ありませんが、「学校法人の運営に関する参考資料」P22にある議事録の内容は必ず記載してください
※　寄附行為の条文は、各学校法人で異なりますのでご注意ください。

Ｐ１　理事会（決算・事業報告）
ｐ５　定時評議員会（決算・事業報告）
　


学校法人三の丸学園
令和８年度第○回　理事会　議事録

１　開催日時
　　令和８年○月○○日（○曜日）
　　午後４時００分から午後５時００分まで 

２　開催場所 
　　三の丸幼稚園　会議室開催場所に存しない理事、監事､評議員が出席した場合は、出席方法を記載する。
（私学法施行規則15条３項１号）


３　出席者
　　理　事　定数６名　中　出席者　６名
　　　　　　愛知一郎　愛知松子　名古屋二郎　
　　　　　　岡崎三郎（ZOOMによるWeb会議システムにより出席）
　　　　　　豊橋竹子、一宮四郎（書面により決議に参加）
　　監　事　飛島太郎、豊根次郎理事会に出席した理事及び監事の氏名を記載する。（私学法施行規則15条３項６号）

　　その他　事務長　瀬戸夢子

４　欠席者　
　　なし

５　議長
　　愛知一郎

６　決議に特別の利害関係を有する理事
　　なし

７　議題
（１）決議事項
　　　第１号議案　令和７年度決算（案）及び事業報告（案）の承認
　　　第２号議案　定時評議員会の日時、場所、目的事項、議案等の決定
（２）報告事項
　　　報告事項１　愛知一郎理事長、愛知松子代表業務執行理事の自己の職務の執行状況の報告
　　　報告事項２　利益相反取引（愛知一郎理事長との間の不動産売買契約）に関する重要な事実の報告

９　議事の経過及びその結果
　　午後４時００分、寄附行為第１９条の規定により、愛知一郎理事長が議長となった。
　　議長は、本日の理事会は理事定数６名に対して６名の出席があり、所定の定足数に達したので、適正な開催であることを宣言した。
　　続いて、議長は、岡崎三郎理事が自宅からZOOMによるWeb会議システムにより出席することを告げ、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、互いに適時的確に意見を表明できる状態であることを確認した。
　　続いて、議長は、寄附行為第２２条第２項に基づき、議事録に署名すべき理事２名を互選したい旨を述べ、次の者を議事録署名人に選任することで全員異議なく承認した。
　　議事録署名人　愛知松子理事、名古屋二郎理事

（第１号議案：令和７年度決算（案）及び事業報告（案）の承認）
　理事長から、令和７年度事業報告書（案）、令和７年度計算書類（案）及びこれらの附属明細書（案）並びに令和７年度財産目録（案）をもとに詳しい説明があった。
　また、監事監査報告書に基づき、監事監査の結果について、飛島監事及び豊根監事から説明があった。
　審議の結果、出席理事から意見はなく、議長が一同に諮ったところ、出席理事全員の賛成により、令和７年度決算（案）及び事業報告（案）を承認した。


（第２号議案：定時評議員会の日時、場所、目的事項、議案等の決定）
　理事長から、定時評議員会招集通知（案）をもとに、評議員会を下記のとおり開催したい旨の説明があった 
　審議の結果、出席理事から意見はなく、議長が一同に諮ったところ、出席理事全員の賛成により、これを決定した。
記
日時　令和８年○月○日（○曜日）
　　　午後２時３０分から午後３時００分まで（予定）

場所　三の丸幼稚園　会議室

議題　諮問事項 
（１）令和７年度決算（案）及び事業報告（案）の報告・意見聴取

議案の概要　別添資料のとおり

（報告事項１：愛知一郎理事長、愛知松子代表業務執行理事の自己の職務の執行状況の報告）
　理事会への報告事項として、愛知一郎理事長と愛知松子代表業務執行理事から、それぞれの担当職務の執行状況について説明があった。
　出席理事から特段の意見・質問はなく、報告は終了した。


（報告事項２：利益相反取引（愛知一郎理事長との間の不動産売買契約）に関する重要な事実の報告）
　理事長より、次のとおり理事会に対して報告がされた。
　当法人の理事長である愛知一郎との間における不動産売買契約について、令和８年３月○日に開催された理事会にて、当該取引が、当法人との利益相反に該当するため、私立学校法第４０条により準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第８４条第１項の規定に基づき理事会の承認をいただきましたが、当該取引は、下記のとおり終了しました。
　ついては、私立学校法第４０条により準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９２条第２項に定められた当該取引について重要な事実につき、下記のとおり報告いたします。
記
　１　対象不動産（土地）・・・登記簿謄本を参考に記載
　　　　所在　　　〇〇○○〇〇○○
　　　　地番　　　〇〇○○〇〇○○
　　　　地目　　　〇〇○○〇〇○○
　　　　地積　　　〇〇○○〇〇○○
　２　購入代金　　金〇〇万円
　３　購入相手　　住所　〇〇○○〇〇○○
　　　　　　　　　氏名　〇〇○○
　４　売買契約締結日　　令和○年〇月○日
　５　代金決済日　　　　令和○年〇月○日
　出席理事から特段の意見・質問はなく、報告は終了した。

　以上で全ての議題が終了し、午後５時００分議長は閉会を宣言した。

令和８年○月○○日
　学校法人三の丸学園
議事録署名人　　　　　　　　　【議事録署名人について】
議事録署名人は、寄附行為の定める規定による。
①出席した理事及び監事が署名又は記名押印
＜議事録の署名担当者を寄附行為で定める場合＞
②議長、出席した理事のうちから互選された理事２人以上及び出席した監事が署名又は記名押印

                  議　長    愛知　一郎  印
                  理　事    愛知　松子  印
                  理　事    名古屋二郎  印
                  監　事    飛島　太郎  印
                  監　事    豊根　次郎  印
学校法人三の丸学園
令和８年度　定時評議員会　議事録

１　開催日時
　　令和８年○月○○日（○曜日）午後２時３０分から午後３時００分まで 

２　開催場所 
　　三の丸幼稚園　会議室開催場所に存しない理事、監事､評議員が出席した場合は、出席方法を記載する。
（私学法施行規則23条３項１号）


３　出席者
　　評議員　定数７名　中　出席者　６名
　　　　　　東郷五郎　豊山六郎　大口七郎　扶桑梅子　
　　　　　　蟹江花子（ZOOMによるWeb会議システムにより出席）
　　　　　　幸田九郎（書面により決議に参加）
　　理事長　愛知一郎、代表業務執行理事　愛知松子
　　監　事　飛島太郎、豊根次郎評議員会に出席した評議員、理事及び監事の氏名を記載する。（私学法施行規則23条３項６号）

　　その他　事務長　瀬戸夢子

４　欠席者　
　　評議員　大治八郎

５　議長
　　東郷五郎

６　決議に特別の利害関係を有する評議員
　　なし

７　議事録作成者
　　瀬戸夢子評議員会議事録の作成に係る職務を行ったものの氏名を記載する。（私学法施行規則23条８項）






８　議題
　　　諮問事項１　令和７年度決算（案）及び事業報告（案）の報告・意見聴取

９　議事の経過及びその結果
　　午後２時３０分、寄附行為第４５条の規定により出席評議員の互選に基づき、東郷五郎評議員が議長となった。
　　議長は、本日の評議員会は評議員定数７名に対して６名の出席があり、所定の定足数に達したので、適正な開催であることを宣言した。
　　続いて、議長は、蟹江花子評議員が自宅からZOOMによるWeb会議システムにより出席することを告げ、出席者の音声と画像が即時に他の出席者に伝わり、互いに適時的確に意見を表明できる状態であることを確認した。
　　続いて、議長は、寄附行為第４７条第２項に基づき、議事録に署名すべき評議員２名を互選したい旨を述べ、次の者を議事録署名人に選任することで全員異議なく承認した。
　　議事録署名人　豊山六郎評議員、大口七郎評議員

（諮問事項１：令和７年度決算（案）及び事業報告（案）の報告・意見聴取）
　理事長から、令和７年度事業報告書（案）、令和７年度計算書類（案）、令和７年度財産目録（案）をもとに詳しい説明があった。
　また、監事監査報告書に基づき、監事監査の結果について、飛島監事及び豊根監事から説明があった。
　審議の結果、出席評議員から意見はなく、議長が一同に諮ったところ、出席評議員全員の賛成により、令和７年度決算（案）及び事業報告（案）に異議ない旨を決議した。




　以上で全ての議題が終了し、午後３時００分議長は閉会を宣言した。

令和８年○月○○日
　学校法人三の丸学園
議事録署名人　　　　　　　　　
                  議　長    東郷　五郎  印【議事録署名人について】
議事録署名人は、寄附行為の定める規定による。
①出席した評議員及び監事が署名又は記名押印
＜議事録の署名担当者を寄附行為で定める場合＞
②議長、出席した評議員のうちから互選された評議員２人以上及び出席した監事が署名又は記名押印

                  評議員    豊山　六郎  印
                  評議員    大口　七郎  印
                  監　事    飛島　太郎  印
                  監　事    豊根　次郎  印


【通常開催以外の理事会の議事録に記載すべきこと】

〇　私立学校法施行規則第15条第３項第２号イ～ニのいずれかに該当する場合には、その旨を記載すること。
①　理事会招集を担当する理事（理事長又は理事会招集担当理事）以外の理事による請求に基づき、理事会が招集されたこと（同項第２号イ）
②　前記①により請求したものの理事会招集通知が発せられなかった場合における、理事会招集を請求した理事により理事会が招集されたこと（同号ロ） 
③　監事による請求に基づき、理事会が招集されたこと（同号ハ） 
④　前記③により請求したものの理事会招集通知が発せられなかった場合における、監事により理事会が招集されたこと（同号ニ）

〇　私立学校法施行規則第15条第３項第５号イ～ニにより述べられた意見または発言があるときは、その意見または発言の内容の概要を記載すること。
①　競業及び利益相反取引に関する事項（同項第５号イ） 
②　監事の意見（同号ロ） 
③　学校法人の業務若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあるときにおける、学校法人の業務若しくは財産又は理事の業務の執行に関する監事からの報告（同号ハ） 
④　補償契約に基づく補償した理事及び当該補償を受けた理事が行う、当該補償についての重要な事実に関する報告（同号ニ）



【通常開催以外の評議員会の議事録に記載すべきこと】
〇　私立学校法施行規則第23条第３項第２号イ～ニのいずれかに該当する場合には、その旨を記載すること。
①　監事による請求に基づき、評議員会が招集されたこと（同項第２号イ） 
②　前記①により請求したものの評議員会招集通知が発せられなかった場合における、監事により評議員会が招集されたこと（同号ロ） 
③　評議員による請求に基づき、評議員会が招集されたこと（同号ハ） 
④　前記③により請求したものの評議員会招集通知が発せられなかった場合における、評議員による評議員会が招集されたこと（同号ニ）

〇　私立学校法施行規則第23条第３項第５号イ～ルにより述べられた意見または発言があるときは、その意見または発言の内容の概要を記載すること。
①　監事の意見（同項第5号イ、ニ） 
②　監事を辞任した者のその旨及びその理由（同号ロ） 
③　法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときにおける、理事から評議員会に提出される議案等に関する監事による調査に関する報告（同号ハ） 
④　学校法人の業務若しくは寄附行為の重大な違反が生ずるおそれがあるときにおける、学校法人の業務若しくは財産又は理事の業務の執行に関する監事からの報告（同号ホ） 
⑤　会計監査人を解任したときにおける、その旨及び解任の理由に関する監事からの報告（同号ヘ） 
⑥　会計監査人の意見（同号ト、リ及びヌ） 
⑦　会計監査人を辞任した者のその旨及びその理由（同号チ） 
⑧　計算書類及び事業報告書の内容に関する評議員会の意見（同号ル）
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